
国の動向（保育士等の人材確保） 
 

１ 現状 

  国においては、これまでも保育士確保に向け、 

  ① 保育士資格の新規取得者の確保：地域限定保育士試験など保育士試験の年２回実 

施、保育士修学資金貸付等 

 

② 保 育 士 の 就 業 継 続 支 援：処遇改善（公定価格上３％相当の処遇改善等加 

算の実施）、保育所の勤務環境改善等 

 

③ 離職者（潜在保育士）の再就職支援：ハローワークや保育士・保育所支援センターに 

よるマッチング支援等 

 

など様々な対策に取り組んできたが、保育士の有効求人倍率は年々高くなるなど、保育

の担い手の確保は喫緊の課題となっている。 

 

 

２ 国の対応（平成２８年２月１８日 厚生労働省令改正） 

  右表のとおり 

 

 

３ 本県の対応 
 

 ○ 市町村や関係団体から意見聴取を行い、本県における保育士配置要件の基準緩和の是非

について検討する。 

  

○ 必要に応じて、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」、「幼保連携型

認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「幼保連携型認定こども園

以外の認定こども園の認定の要件を定める条例」の一部改正について、検討する。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

資料３－１ 

①朝夕等の児童が少数となる時間帯における保育士配置に係る特例 

○ 保育士最低２人配置については適用しないことができる。この場合であっても、児童の人数に応じて

必要となる保育士の数が１名となる、朝夕等の児童が少数となる時間帯について、保育士１名に加えて、

都道府県知事（指定都市にあっては、当該指定都市の市長、中核市にあっては当該中核市の市長とする。

以下同じ。）が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者（※１）を置かなければならない。 
 
（※１）保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者 

①保育所で保育業務に従事した期間が十分にある者 

②子育て支援員研修のうち地域型保育コースを修了 

した者 

③家庭的保育者 等 
 

 

 

 
 
 
 

②幼稚園教諭及び小学校教諭並びに養護教諭の活用に係る特例 

 ○ 保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有す

る者を、保育士とみなす（※２）ことができることとする。 

 （※２）保育士資格を有する者を、各時間帯において必要となる保育士の数の３分の２以上置かなければならない。 

 

 
③保育所における保育の実施に当たり必要となる保育士配置に係る特例 

 ○ 保育所を１日につき８時間を超えて開所していること等により、認可の際に必要となる保育士に

加えて保育士を確保しなければならない場合にあっては、保育士の数の算定について、追加的に確

保しなければならない保育士の数の範囲内で、都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有す

ると認める者（※３）を、保育士とみなす（※４）ことができることとする。 

（※３） ①における要件に加え、保育士資格取得を促していく 

（※４）保育士資格を有する者を、各時間帯において必要となる保育士の数の３分の２以上置かなければならない。 
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